
JP 6058777 B1 2017.1.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドア周辺に設置されるセンサ装置であって、
　撮像領域内を連続的に撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像に対して画像認識処理を実行する画像認識手段と、
　前記画像認識手段による画像認識処理の結果として、前記センサ装置固有の所定のパラ
メータを調整するためのパラメータ調整情報が検知された場合、前記所定のパラメータを
、前記検知されたパラメータ調整情報にしたがって変更するパラメータ調整手段と
　を具備することを特徴とするセンサ装置。
【請求項２】
　前記センサ装置は、エレベータのかご出入口上部に設置されることを特徴とする、請求
項１に記載のセンサ装置。
【請求項３】
　前記パラメータ調整手段は、
　前記所定のパラメータを、前記検知されたパラメータ調整情報により示されるパラメー
タに変更することを特徴とする、請求項１に記載のセンサ装置。
【請求項４】
　前記所定のパラメータは、前記撮像手段によって撮像可能な撮像領域と、前記撮像手段
によって撮像された画像の解像度を示す検知感度とを含む、請求項１に記載のセンサ装置
。
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【請求項５】
　前記パラメータ調整情報は、
　保守員による所定の操作に応じて、所定期間、検知可能な情報である、請求項１に記載
のセンサ装置。
【請求項６】
　前記画像認識手段は、
　前記パラメータ調整情報に加えて、ドアの開閉制御のために、当該パラメータ調整情報
を有さない人物及び物体も検知する、請求項１に記載のセンサ装置。
【請求項７】
　前記パラメータ調整手段は、
　前記画像認識手段による画像認識処理の結果として、前記センサ装置固有の所定の機能
のオン／オフを変更するための機能調整情報が検知された場合、前記所定の機能のオン／
オフを、前記検知された機能調整情報にしたがって変更することを特徴とする、請求項１
に記載のセンサ装置。
【請求項８】
　ドア周辺に設置されるセンサ装置と、前記センサ装置に対して指示を行う指示媒体とを
含むセンサ調整システムであって、
　前記指示媒体は、
　前記センサ装置固有の所定のパラメータを調整するためのパラメータ調整情報を提示す
る提示手段を具備し、
　前記センサ装置は、
　撮像領域内を連続的に撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像に対して画像認識処理を実行する画像認識手段と、
　前記画像認識手段による画像認識処理の結果として、前記指示媒体によって提示された
パラメータ調整情報が検知された場合、前記所定のパラメータを、前記検知されたパラメ
ータ調整情報にしたがって変更するパラメータ調整手段と
　を具備することを特徴とするセンサ調整システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、センサ装置及びセンサ調整システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、エレベータや自動ドア、駅のホームドア周辺等には、人や物を挟まないように
するためのセンサ装置（安全装置）が設置されている。このようなセンサ装置は、周辺の
人や物を正常に検知可能なように調整して設置する必要がある。特に、センサ装置がカメ
ラを利用したセンサ装置である場合、設置時の位置や角度のばらつきにより検知可能な範
囲にズレが生じやすいため、細やかな調整が必要になってくる。
【０００３】
　しかしながら、調整方法が難しい場合、熟練した保守員でないと調整ができないという
不都合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５３２５２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、熟練した保守員でなくても、調整を容易に行うこと
が可能なセンサ装置及びセンサ調整システムを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係るセンサ装置は、ドア周辺に設置されている。前記センサ装置は、撮像手
段、画像認識手段及びパラメータ調整手段を備えている。前記撮像手段は、撮像領域内を
連続的に撮像する。前記画像認識手段は、前記撮像手段により撮像された画像に対して画
像認識処理を実行する。前記パラメータ調整手段は、前記画像認識手段による画像認識処
理の結果として、前記センサ装置固有の所定のパラメータを調整するためのパラメータ調
整情報が検知された場合、前記所定のパラメータを、前記検知されたパラメータ調整情報
にしたがって変更する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、一実施形態に係るセンサ装置を含むセンサ調整システムの概略構成例を
示す図である。
【図２】図２は、センサ装置の設置場所の一例を示す図である。
【図３】図３は、パラメータ調整情報の一例を示す図である。
【図４】図４は、センサ装置の概略構成例を示すブロック図である。
【図５】図５は、パラメータ情報のデータ構造を示す図である。
【図６】図６は、センサ装置の撮像範囲を説明するための図である。
【図７】図７は、センサ装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、保守員が指示媒体にパラメータ調整情報を表示させる手順を説明するた
めの図である。
【図９】図９は、機能情報のデータ構造を示す図である。
【図１０】図１０は、センサ装置に設けられる表示部及び通知部の構成を説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、実施形態について説明する。　
　図１は、一実施形態に係るセンサ装置を含むセンサ調整システムの概略構成例を示す図
である。センサ調整システムは、所定の場所に設置されたセンサ装置の初期設定や調整を
行う保守員を支援（サポート）するためのシステムである。このセンサ調整システムは、
図１に示すように、センサ装置１０及び指示媒体２０を含む。センサ装置１０は、一定領
域内に存在する人物や物体を検知し、当該検知された人物や物体から様々な情報を取得す
る。取得可能な情報としては、例えば、検知された物体に付され、センサ装置１０の各種
パラメータを調整するためのパラメータ調整情報、検知された人物や物体が一定領域内を
どのように移動しているかを示す情報、検知された人物や物体の大きさや長さを示す情報
、等が一例として挙げられる。また、センサ装置１０は、一定領域内の環境に関する情報
を取得することも可能である。環境に関する情報としては、例えば、一定領域内の明るさ
の程度を示す明るさ情報等が一例として挙げられる。
【０００９】
　図２は、センサ装置１０の設置場所の一例を示す図である。センサ装置１０は、例えば
図２（ａ）に示すように、エレベータのかご出入口上部に設置されてもよい。エレベータ
のかご出入口上部とは例えば幕板を示す。また、センサ装置１０は、図２（ｂ）に示すよ
うに、自動ドア周辺に設置されてもよい。さらに、センサ装置１０は、図２（ｃ）に示す
ように、駅のホームドア周辺に設置されてもよい。なお、図示されないが、センサ装置１
０は、列車の乗降ドア周辺やエレベータホール等に設置されてもよい。ここでは、センサ
装置１０の設置場所の一例として、上記した各場所を例示したが、センサ装置１０の設置
場所はこれに限られない。本実施形態においては、センサ装置１０が、図２（ａ）に示す
ように、エレベータのかご出入口上部に設置されている場合を想定して説明する。
【００１０】
　指示媒体２０は、センサ装置１０の初期設定時又はセンサ装置１０のパラメータ調整時
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に保守員によって使用されるものである。具体的には、パラメータ調整情報を表示可能な
携帯電話やタブレット端末、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等であってもよいし、パラ
メータ調整情報が印刷された紙やプラスチック、金属等であってもよい。携帯電話やタブ
レット端末等、１つの媒体にて複数のパラメータ調整情報を扱うことが可能な指示媒体を
動的指示媒体と称してもよい。一方、紙やプラスチック等、１つの媒体にて基本的に１つ
のパラメータ調整情報を扱う指示媒体を静的指示媒体と称してもよい。
【００１１】
　図３は、パラメータ調整情報の一例を示す図である。パラメータ調整情報は、例えば図
３（ａ）に示すように、ＱＲコード（登録商標）によって表されてもよい。また、パラメ
ータ調整情報は、図３（ｂ）～（ｆ）に順に示すように、手書き文字、印刷文字、所定の
濃淡パターン、所定の図形、時間的に変化する模様、等によって表されるとしてもよい。
なお、これらパラメータ調整情報は、セキュリティコードを有していてもよい。セキュリ
ティコードは、センサ装置１０において、検知された物体に付された情報がパラメータ調
整情報であるか否かを確認するために利用される。本実施形態においては、パラメータ調
整情報が、図３（ａ）に示すように、ＱＲコードによって表されている場合を想定して説
明する。
【００１２】
　図４は、本実施形態に係るセンサ装置１０の概略構成例を示すブロック図である。セン
サ装置１０は、図４に示すように、撮像部１１、画像認識処理部１２、パラメータ情報格
納部１３及びパラメータ調整部１４等を備えている。以下、各部１１～１４が有する機能
について説明する。
【００１３】
　撮像部１１は、例えば、可視光カメラや赤外カメラ、距離画像カメラ等であり、可視光
線や赤外線を利用して撮像領域内を連続的に撮像する機能を有している。撮像部１１によ
り撮像された画像（又は映像）は画像認識処理部１２に送られる。なお、本実施形態では
、撮像部１１は、パラメータ調整情報の撮像と、センシングのための撮像（すなわち、人
物や物体を検知するための撮像）とを行うが、撮像部１１は、センシングのための撮像を
行わなくてもよい。この場合、センサ装置１０には、撮像部１１とは別に、センシングの
ために、レーザレンジスキャナや光電センサ等がさらに設けられる。
【００１４】
　画像認識処理部１２は、撮像部１１から送られた画像の入力を受けると、当該入力され
た画像に対して画像認識処理を実行する。なお、ここで実行される画像認識処理は、パタ
ーンマッチング等、公知の技術を利用すればよい。この画像認識処理の結果として、セン
サ装置１０のパラメータを調整するためのパラメータ調整情報を有した物体（指示媒体２
０）が検知された場合、画像認識処理部１２は、当該パラメータ調整情報を取得し、これ
をパラメータ調整部１４に送出する機能を有している。
【００１５】
　一方、上記した画像認識処理の結果として、パラメータ調整情報を有した物体（指示媒
体２０）が検知されなかった場合、画像認識処理部１２は、パラメータ調整情報を有して
いないものの、画像認識処理により検知された人物や物体の向きに基づいて、これら人物
や物体が撮像領域内をどのように移動しているかを認識する（換言すると、入力された画
像から、検知された人物や物体が撮像領域内をどのように移動しているかを示す情報を取
得する）。また、画像認識処理部１２は、パラメータ調整情報を有していないものの、画
像認識処理により検知された人物や物体がどの程度の大きさであるかを認識する（換言す
ると、入力された画像から、検知された人物や物体がどの程度の大きさであるかを示す情
報を取得する）。さらに、画像認識処理部１２は、入力された画像の輝度に基づいて、セ
ンサ装置１０の設置場所周辺の明るさを認識する（換言すると、入力された画像から、設
置場所周辺の明るさを示す明るさ情報を取得する）。なお、これら取得された情報は、セ
ンサ装置１０の初期設定時又はパラメータ調整時には用いられない情報であるため、ここ
ではその詳しい説明は省略するが、例えば、検知された人物や物体が撮像領域内をどのよ
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うに移動しているかを示す情報は、図示されないドア開閉制御部等に送出され、人物や物
体がドアに挟まれないようドアを開閉制御するために利用される。
【００１６】
　パラメータ情報格納部１３は、センサ装置１０の各種パラメータに関するパラメータ情
報を格納する記憶装置である。パラメータ情報は、例えば図５に示すように、撮像範囲（
検知範囲）、検知感度、ドア間口及びドア種別がそれぞれ対応づけられた情報である。な
お、パラメータ情報に含まれる各種情報は、上記した情報に限られず、例えばエレベータ
の機種ＩＤや車体番号等がさらに含まれるとしてもよい。
【００１７】
　撮像範囲は、センサ装置１０（の撮像部１１）が撮像可能な範囲（換言すると、人物や
物体を検知可能な範囲）を示す。具体的には、図６に示すように、センサ装置１０を中心
にして広がる扇のＡ点からＢ点までの直線距離Ｌ１を示す。なお、撮像範囲は、図６に示
すＡ点からＢ点までの曲線距離、つまり、センサ装置１０を中心にして広がる扇の弧の長
さＬ２であってもよい。
【００１８】
　検知感度は、センサ装置１０（の撮像部１１）によって撮像される画像（又は映像）の
解像度を示す。この検知感度が高いほど、つまり、撮像部１１によって撮像された画像の
解像度が高いほど、画像認識処理部１２によって実行される画像認識処理の結果として、
人物や物体を精度よく検知することができる。一方で、撮像された画像の解像度が高いと
、一般的に画像の容量は大きくなるので、撮像された画像を格納する図示しない画像格納
部の容量の都合上、あまり多くの画像を保持しておくことができないという不都合もある
。
【００１９】
　ドア間口は、センサ装置１０が設置されたエレベータのドア間口の長さを示す。ドア種
別は、センサ装置１０が設置されたエレベータのドアの開き方を示す。なお、ドア間口及
びドア種別は、センサ装置１０のパラメータを示す情報ではないが、センサ装置１０の初
期設定時に撮像範囲や検知感度と共に保守員によって設定される情報であるため、ここで
はパラメータ情報に含まれているものとする。
【００２０】
　パラメータ調整部１４は、画像認識処理部１２から送出されるパラメータ調整情報の入
力を受けると、当該入力されたパラメータ調整情報にしたがって、パラメータ情報格納部
１３に格納されるパラメータ情報により示される各種パラメータのうち、対応する項目の
パラメータの値を、当該パラメータ調整情報により示されるパラメータの値に変更する（
書き換える）機能を有している。これによれば、センサ装置１０のパラメータを調整する
ことができる。
【００２１】
　次に、図７を参照して、以上のように構成されるセンサ装置１０の動作の一例について
説明する。ここでは、まずパラメータ調整時の動作について説明する。　
　なお、保守員はセンサ装置１０のパラメータを調整するにあたって、図８に示す手順に
て、指示媒体２０にパラメータ調整情報（例えばＱＲコード）を表示させるものとする。
まず、保守員は、図８（ａ）に示すログイン画面にて、ＩＤとパスワードとを入力する。
ログインに成功すると、保守員は、図８（ｂ）に示す画面にて、センサ装置１０の各種パ
ラメータのうち、調整したいパラメータの項目を選択する。その後、保守員は、図８（ｃ
）に示す画面にて、選択した項目の具体的な値、つまり、調整後のパラメータの値を選択
又は入力する。ここでは、図８（ｂ），（ｃ）に示すように、調整したいセンサ装置１０
のパラメータの項目として「検知感度」が選択され、その具体的な値として「感度：低」
が選択された場合を想定している。これによれば、指示媒体２０には、図８（ｄ）に示す
ように、センサ装置１０の検知感度を「低」に調整するためのパラメータ調整情報が表示
される。なお、指示媒体２０にパラメータ調整情報を表示させるにあたって、図８（ａ）
に示したようなログイン認証を必要とすることにより、紙等の静的指示媒体を利用した場
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合に比べて、セキュリティ性を高めることができる（例えば、紙等の静的指示媒体の場合
、媒体紛失時に他人によってセンサ装置１０のパラメータがいたずらに変更される可能性
があるが、動的指示媒体の場合、媒体を紛失したとしても、図８に示すようなログイン認
証が必要であるため、上記した可能性を低くすることができる）。
【００２２】
　以下に、図７のフローチャートについて説明する。　
　まず、センサ装置１０は、保守員によって所定の操作が行われたか否かを判定する（ス
テップＳ１）。ここでは一例として、センサ装置１０は、図示しない調整ボタンが保守員
によって押下されたか否かを判定する。なお、所定の操作としては、例えば、センサ装置
１０を電源オンする操作であったり、センサ装置１０の調整を開始する旨の情報をセンサ
装置１０に認識させる操作であったり、センサ装置１０の前で所定のジェスチャを行うこ
とであってもよい。
【００２３】
　保守員によってセンサ装置１０に設けられた調整ボタンが押下された場合（ステップＳ
１のＹＥＳ）、センサ装置１０は通常モードから調整モードに移行する。一方、保守員に
よってセンサ装置１０に設けられた調整ボタンが押下されていない場合（ステップＳ１の
ＮＯ）、上記したステップＳ１の処理に戻り、センサ装置１０は調整ボタンが押下される
まで、通常モードのまま動作する。
【００２４】
　通常モードから調整モードに移行すると、センサ装置１０は、調整モードに移行してか
ら所定期間が経過したか否かを判定する（ステップＳ２）。なお、調整モードに移行して
から所定期間が経過した場合（ステップＳ２のＹＥＳ）、センサ装置１０は調整モードか
ら通常モードに移行し、上記したステップＳ１の処理に戻る。つまり、センサ装置１０は
、調整ボタンが再度押下されるまで、通常モードのまま動作する。
【００２５】
　一方、調整モードに移行してから所定期間が経過していない場合（ステップＳ２のＮＯ
）、センサ装置１０内の画像認識処理部１２は、通常モードと同様に、撮像部１１によっ
て撮像された画像に対して画像認識処理を実行する（ステップＳ３）。
【００２６】
　続いて、画像認識処理部１２は、上記したステップＳ３における画像認識処理の結果と
して、パラメータ調整情報を有した物体が検知されたか否かを判定する（ステップＳ４）
。なお、パラメータ調整情報を有した物体が検知されなかった場合（ステップＳ４のＮＯ
）、上記したステップＳ２の処理に戻る。
【００２７】
　一方、パラメータ調整情報を有した物体が検知された場合（ステップＳ４のＹＥＳ）、
画像認識処理部１２は、当該検知された物体からパラメータ調整情報を取得する（ステッ
プＳ５）。取得されたパラメータ調整情報はパラメータ調整部１４に送られる。
【００２８】
　しかる後、パラメータ調整部１４は、画像認識処理部１２から送出されたパラメータ調
整情報の入力を受けると、当該入力されたパラメータ調整情報にしたがって、パラメータ
情報格納部１３に格納されるパラメータ情報により示される各種パラメータのうち、対応
する項目のパラメータを変更し（書き換え）（ステップＳ６）、上記したステップＳ２の
処理に戻る。すなわち、保守員は、調整モードに移行してから所定期間内であれば、調整
ボタンを再度押下しなくても、連続してパラメータの変更を行うことができる。
【００２９】
　以上のようにセンサ装置１０が動作することにより、保守員は、センサ装置１０に設け
られた調整ボタンを押下し、パラメータ調整情報が表示された指示媒体２０をセンサ装置
１０に向けてかざすだけで、センサ装置１０のパラメータの調整を行うことができる。
【００３０】
　なお、上記したステップＳ１及びＳ２の処理は適宜省略されても構わない。ステップＳ



(7) JP 6058777 B1 2017.1.11

10

20

30

40

50

１及びＳ２の処理が省略された場合、センサ装置１０は、画像認識処理の結果として、パ
ラメータ調整情報を有した物体が検出された時点で、通常モードから調整モードに移行し
、パラメータの変更が終了すると、再度、調整モードから通常モードに移行する。これに
よれば、通常モードから調整モードに移行するために必要な所定の操作を省略することが
でき、保守員は、センサ装置１０の調整を短時間のうちに行うことができる。
【００３１】
　また、図７に示す処理は、センサ装置１０が有している各種機能のオン／オフを調整す
る場合にも適用可能である。この場合、センサ装置１０は、図９に示すような機能情報を
格納する機能情報格納部をさらに備えている必要がある。また、この場合、指示媒体２０
は、パラメータ調整情報に相当する機能調整情報をさらに表示可能であるものとする。機
能情報は、図９に示すように、人物や物体を検知する機能、明るさを検知する機能、ドア
周辺の混雑度を検知する機能等、センサ装置１０が有する各種機能のオン／オフの設定を
定義する情報である。つまり、保守員は、パラメータ調整情報に相当する機能調整情報が
表示された指示媒体２０をセンサ装置１０に向けてかざすことにより、センサ装置１０が
有する各種機能のオン／オフの設定を調整することができる。
【００３２】
　ここまでは、センサ装置１０のパラメータを調整するために、パラメータ調整情報とし
てＱＲコードが利用される場合について説明したが、以下では、センサ装置１０の初期設
定時に、センサ装置１０のパラメータではないものの、パラメータ情報に含まれるドア間
口及びドア種別を設定するために、パラメータ調整情報として、図３（ｄ），（ｅ）に示
すような所定の濃淡パターンや所定の図形が利用される場合について説明する。なお、Ｑ
Ｒコードには、当該ＱＲコード自体に調整したいパラメータの項目とその具体的な値が記
録されているものとしたが、所定の濃淡パターンや所定の図形自体には、ドア間口やドア
種別の具体的な値は特に記録されていないものとする。
【００３３】
　なお、この場合であっても、まず保守員は、既に説明した図８の手順と同様な手順によ
り、パラメータ調整情報として所定の濃淡パターン（又は所定の図形）を指示媒体２０に
表示させる。また、保守員は、所定の濃淡パターンが表示された指示媒体２０を、センサ
装置１０の撮像領域内であるエレベータのドア付近の床に安置する。その後、保守員は、
センサ装置１０の調整ボタンを押下した後に、エレベータのドアを開く操作を行うことに
より、エレベータのドア間口及びドア種別の設定（初期設定）を行う。
【００３４】
　以下に、ドア間口及びドア種別を算出・判別する際のセンサ装置１０の動作について説
明する。但し、センサ装置１０は、ドアの開閉速度を予め把握しているものとする。　
　まず、センサ装置１０の撮像部１１は、保守員によってエレベータのドアが開かれた際
においても、通常モードと同様に、撮像領域内を連続的に撮像する。撮像された画像は画
像認識処理部１２に送られる。画像認識処理部１２は、通常モードと同様に、撮像部１１
によって撮像された画像に対して画像認識処理を実行する。
【００３５】
　画像認識処理部１２は、画像認識処理の結果として、パラメータ調整情報を有した物体
が検知されたか否かを判定する。パラメータ調整情報を有した物体が検知されたと判定さ
れた場合、画像認識処理部１２は、所定の濃淡パターン（又は所定の図形）が見え始めて
からエレベータのドアが完全に開ききるまでの時間（又は、エレベータが完全に開いてい
る状態から所定の濃淡パターンが見えなくなるまでの時間）を測定する。その後、画像認
識処理部１２は、予め設定されたドアの開閉速度と、測定された時間とに基づいて、エレ
ベータのドア間口の長さを算出する。
【００３６】
　また、パラメータ調整情報を有した物体が検知されたと判定された場合、画像認識処理
部１２は、所定の濃淡パターン（又は所定の図形）の見え方を判別する。例えば、所定の
濃淡パターンがセンサ装置１０から見て左側にいくほど薄く、右側にいくほど濃い場合で
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あって、所定の濃淡パターンが、始めは薄い部分しか見えず、ドアが開くにつれて濃い部
分が見えてくる見え方（又は、始めは全てが見えているが、ドアが閉まるにつれて濃い部
分から見えなくなっていく見え方）である場合、画像認識処理部１２は、ドア種別を、左
から右にスライドして開くスライド式のドアであると判別することができる。同様に、所
定の濃淡パターンが始めは薄くも濃くもない部分しか見えず、ドアが開くにつれて薄い部
分と濃い部分との両方が見えてくる見え方（又は、始めは全て見えているが、ドアが閉ま
るにつれて薄い部分と濃い部分との両方が同時に見えなくなっていく見え方）である場合
、画像認識処理部１２は、ドア種別を、中央から開く中央開き式のドアであると判別する
ことができる。
【００３７】
　なお、算出されたドア間口の長さと判別されたドア種別とを示す情報は、パラメータ調
整部１４に送られる。パラメータ調整部１４は、画像認識処理部１２から送出されたドア
間口の長さとドア種別とを示す情報の入力を受けると、これらをパラメータ情報としてパ
ラメータ情報格納部１３に記録する。このように、パラメータ調整情報がＱＲコード等、
それ自体に具体的な値が記録されたものでなかったとしても、上記したセンサ装置１０の
初期設定時等において利用することができる。またこの場合、一度の処理で、複数のパラ
メータ（ドア間口とドア種別）を記録することができるため、保守員にかかる負担を低減
させることができる。
【００３８】
　以上説明した一実施形態によれば、センサ装置１０は、指示媒体２０により示されるパ
ラメータ調整情報にしたがって、自身のパラメータを調整可能な構成を備えている。これ
によれば、熟練した保守員でなくても、センサ装置１０のパラメータの調整を容易に行う
ことができるようになる。また、上記したように、センサ装置１０は指示媒体２０により
示されるパラメータ調整情報にしたがって自身のパラメータを調整するため、保守員によ
る調整のばらつきをなくすことができる。
【００３９】
　なお、センサ装置１０は、図４に示した構成に加えて、表示部や通知部をさらに備えて
いてもよい。表示部は、例えば、図１０（ａ）に示すように、複数のＬＥＤにより構成さ
れていてもよい。あるいは、表示部は、図１０（ｂ）に示すように、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）により構成されていてもよい。さらには、表示部は、これらを組み合わせて構成
されていてもよい。表示部は、図９に示したようなセンサ装置１０の各種機能のオン／オ
フに対応して、ＬＥＤの点灯／消灯を制御する。また、表示部は、センサ装置１０の各種
パラメータの値をＬＣＤに表示する。さらに、表示部は、センサ装置１０が通常モードで
あるか又は調整モードであるかを判別可能なように、ＬＥＤの点灯／消灯を制御してもよ
いし、現在のモードを示すメッセージをＬＣＤに表示してもよい。
【００４０】
　通知部は、図１０（ｃ）に示すように、スピーカーにより構成されていてもよい。通知
部は、例えば、保守員により調整ボタンが押下され、センサ装置１０が通常モードから調
整モードに移行したときに、この旨を音声にて通知する。また、調整モードに移行してか
ら所定期間が経過し、調整モードから通常モードに再度移行したときに、この旨を音声に
て通知する。
【００４１】
　このようにセンサ装置１０が表示部や通知部をさらに備えていることにより、保守員は
、センサ装置１０の現在のモードや各種機能のオン／オフを容易に把握することができる
ようになる。ひいては、センサ装置１０の調整をよりスムーズに行うことができるように
なる。
【００４２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
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置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。　
【符号の説明】
【００４３】
　１０…センサ装置、１１…撮像部、１２…画像認識処理部、１３…パラメータ情報格納
部、１４…パラメータ調整部、２０…指示媒体。
【要約】
【課題】熟練した保守員でなくても、調整を容易に行うことが可能なセンサ装置及びセン
サ調整システムを提供すること。
【解決手段】実施形態に係るセンサ装置は、ドア周辺に設置されている。センサ装置は、
撮像手段、画像認識手段及びパラメータ調整手段を備えている。撮像手段は、撮像領域内
を連続的に撮像する。画像認識手段は、撮像手段により撮像された画像に対して画像認識
処理を実行する。パラメータ調整手段は、画像認識手段による画像認識処理の結果として
、センサ装置固有の所定のパラメータを調整するためのパラメータ調整情報が検知された
場合、所定のパラメータを、検知されたパラメータ調整情報にしたがって変更する。
【選択図】図４

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】



(11) JP 6058777 B1 2017.1.11

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  笹森　裕司
            神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４　東芝エレベータ株式会社内
(72)発明者  木村　紗由美
            神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４　東芝エレベータ株式会社内
(72)発明者  井浦　秀保
            神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４　東芝エレベータ株式会社内

    審査官  中田　誠二郎

(56)参考文献  特開２０１５－１６０６８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－５７４０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１４９４１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３１２９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第５３２５２５１（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６６Ｂ　　　３／００－　３／０２，
              Ｂ６６Ｂ　　　５／００－　５／２８　　　　
              Ｂ６１Ｂ　　　１／０２　　　　
              Ｅ０５Ｆ　　１７／００－１５／７９　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

